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 各有料老人ホーム 事業者 殿 

 各サービス付き高齢者向け住宅 事業者 殿 
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（公  印  省  略） 

 

有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅における事故等の報告について 

 

日頃から本県の高齢者福祉行政にご協力頂き、誠にありがとうございます。 

さて、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅（以下「サ高住」という。）において事

故が発生した場合には、老人福祉法(※1)、高齢者の居住の安定確保に関する法律(※2)、茨城県有

料老人ホーム設置運営指導指針(※3)、茨城県有料老人ホーム設置運営指導要綱(※4)に基づき、

県への報告や再発防止策の実施等の対応をお願いしております。 

また、報告する事故等の内容や事故報告書を「有料老人ホームにおける事故等の報告につい

て（平成 28年 1月 6日付け長福第 1969号）」により示しておりますが、今般、国から「介護保険

施設等における事故の報告様式等について（令和 3年 3月 19日付老高発 0319第 1号、老認発 0319

第 1 号、老老発 0319 第 1 号）」が発出されたことを受け、県へ報告する事故等の内容及び事故報

告書について、下記のとおりと致しましたので、遺漏のないようお願い致します。 

なお、特定施設入居者生活介護の指定を受けている住宅におかれましては、「介護保険事業者に

おける事故発生時等の報告の取扱いについて（通知）（平成 18 年 3 月 30 日付高福第 3495-1 号、

令和 3年 3月 30日付長福第 1352号）」をご確認頂きますようお願い致します。 

また、住宅型・健康型有料老人ホーム及びサ高住に併設されている介護保険事業所によるサー

ビス提供中における事故につきましては、同通知によりご対応頂きますようお願い致します。 

 

(※1) (※3) 有料老人ホーム（有料老人ホームに該当するサ高住を含む）に該当 

(※2) サ高住（有料老人ホームに該当するサ高住を含む）に該当 

(※4)サ高住に該当しない有料老人ホームに該当 

 

記 

１ 報告の内容（下線部について、従来の内容から変更しています。） 

  有料老人ホーム及びサ高住で発生した次の事故等 

 (1) 入居者の死亡事故・重大な事故等 

  ア 死亡後に相当期間の放置がなされた場合を含む。 

イ 転倒に伴う骨折や出血、火傷、誤嚥、誤薬等により、医師の診断を受け、投薬、処置等

何らかの治療が必要となった事故。 

ウ 事業者側の責任や過失の有無は問わず、利用者自身に起因するもの及び第三者によるも

のを含む。 

エ 送迎、通院などの間の事故も含む。 



 (2) 入居者に対する虐待 

 (3) 入居者の財産侵害（職員による窃盗等） 

 (4) 火災事故 

 (5) 地震等の自然災害による建物等の滅失・損傷 

 (6) 感染症や食中毒が発生した場合であって、次のいずれかに該当する場合 

   ア 同一感染症若しくは食中毒による（それらによると疑われる場合を含む。）死亡者又は

重篤患者が 1週間以内に 2名以上発生した場合 

   イ 同一の感染症若しくは食中毒による（それらによると疑われる場合を含む。）者が 10名

以上又は全入居者の半数以上発生した場合 

   ウ 通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場

合 

 (7) 入居者とのトラブルにより退去があった場合 

 (8) その他施設運営に係る重大な事故等が発生した場合 

 

２ 報告方法 （「事故報告書」の様式を変更しています。） 

 (1) 緊急かつ重大な事故等の場合、事故発生の第一報は、電話により下記３の報告先まで連絡

の上、別紙「事故報告書」により、事故内容を報告して下さい。 

 (2) その他の場合、別紙「事故報告書」により、事故の内容について遅滞なく報告して下さい。 

 

３ 報告先 

 特定施設入居者生活介護の指定を受けている住宅の場合：市町村（設置市町村及び保険者）及び県 

  （県報告先) 保健福祉部長寿福祉推進課 介護保険指導・監査グループ 

         TEL：029-301-3315 FAX：029-301-3348 

Email:chofuku6@pref.ibaraki.lg.jp 

 

 住宅型・健康型有料老人ホーム、サ高住の場合：県 

（県報告先）保健福祉部長寿福祉推進課 介護基盤整備グループ 

TEL：029-301-3321 FAX：029-301-3348 

Email:chofuku3@pref.ibaraki.lg.jp 

 

    ※ １の(6)に記載する感染症や食中毒が発生した場合は、速やかに管轄の保健所へ報告してください。 

     ※ 以下の市に所在する住宅は、県ではなく、市へ報告して下さい。 

        有料老人ホーム：水戸市、常陸太田市、笠間市、つくば市 

        サ高住（有料老人ホームに該当するサ高住を含む）：水戸市、つくば市 

【お問い合わせ先】 

茨城県保健福祉部長寿福祉推進課 

介護基盤整備グループ TEL：029-301-3321 
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